
 

社会福祉法人 清水福祉会 役員等報酬規程 

 

（目的） 

 第 1 条 この規程は、社会福祉法人清水福祉会（以下「当法人」とうい）定款第 21 条

の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）の

報酬等について定めるものとする。 

 

（役員報酬） 

 第 2 条 当法人の役員報酬は支給しない。 

 

（費用弁償） 

第 3 条 役員は理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行った場合、下

記の通り費用を弁償する。但し、施設等の職員を兼務する役員はこの規程を適用

しない。 

 

（１） 理事会及び評議員会に出席した場合の費用弁償    10,000 円 

（２） 監事が監査を実施した場合の費用弁償        10,000 円 

（３） 役員等の研修会へ参加をした場合の費用弁償     10,000 円 

      交通費及び宿泊費については旅費規定に基づき、その実費相当額を別途支払

うことができる。 

 

（４） 行政が行う指導監査及び実施指導の役員立会い    10,000 円 

  

  

 

（費用弁償の支払方法） 

第 4 条 役員等に支払う費用弁償は、当該議会議に出席した都度、支給する。 

 

（重複支給の防止） 

第５条 同一日に、理事会・評議員会又は運営業務が発生し場合で、理事会・評議員会の

いずれにも出席した場合又は合わせて運営業務に従事した場合には重複支給しない。 

 

（報酬の控除） 

第６条 役員・評議員に支給した費用弁償から法定の源泉徴収をすることができる。 

 

（改廃） 

第７条 本規定は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。 

 

 

 

 

付  則 

 

   

  この規程は、平成 29 年４月１日より施行する。 


